
１ 合併の方式 

 合併の方式については、下益城郡城南町を廃し、その区域を熊本市に編入す

る編入合併とする。 

  （付帯事項） 
  熊本市と城南町の合併は、両市町の歴史・伝統・文化やまちづくりの歩み

を尊重しつつ、「対等な立場」「互助の精神」の理念のもと、「合併協議項目の

調整方針」に基づく協議を行うことにより、両市町の一体的な発展と住民福

祉の向上を目指すものとする。 

 

 

２ 合併の期日 

 合併の期日は、平成２２年３月２３日とする。 

 

 

３ 新市の名称 

 新市の名称は、熊本市とする。 

 

 

４ 新市の事務所の位置 

 新市の事務所の位置については、熊本市手取本町１番１号とする。 

 

 

５ 財産及び債務の取扱い 

 城南町の財産及び債務は、すべて熊本市に引き継ぐ。 

 ただし、減債基金を除く一般会計の基金については、合併直前における残高

相当額を合併後に新設する基金に積み立て、城南地域における都市基盤整備等

に充てるものとする。 

 

 

６ 議会の議員の定数及び任期の取扱い 

市町村の合併の特例等に関する法律第８条第２項の規定による定数特例及

び第９条第１項第２号の規定による在任特例は適用しない。 

 

 

７ 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 

 農業委員会等に関する法律第３４条の規定を適用し、それぞれの区域で農業



委員会を置き、次のとおり取扱う。 

ただし、新市が政令指定都市に移行する際、見直し・再編を行う。 

(1) 農業委員会の選挙区及び選挙区の委員の定数については、現行のとおり

継続する。 

 (2) 農業委員会の委員の任期については、現行のとおり継続する。 

 

 

８ 地域自治組織等の取扱い 

  合併時に城南町の区域に「合併特例区」を設置する。 
(1) 名称は、城南町とする。 

(2) 設置期間は、合併の日から５年間とする。 

(3) 城南町合併特例区の規約については、別紙（案）のとおりとする。 

 

 

９ 地方税の取扱い 

(1)  城南地域に係る都市計画税については、政令指定都市移行が実現し、都

市計画区域の線引きがなされた場合において、熊本市の例に統一する。 

ただし、「市町村の合併の特例等に関する法律」第１６条第１項の規定に

基づき、合併の年度及びその後５年度は課税免除とする。 

   なお、城南地域に係る都市計画税の相当額については、城南地域におけ

る都市基盤整備等に要する費用に充てていくものとする。 

(2)  城南地域に係る事業所税については、「市町村の合併の特例等に関する法

律」第１６条第１項の規定に基づき、合併の年度及びその後５年度は課税

免除とし、その後は熊本市の例に統一する。 

   なお、城南地域に係る事業所税の相当額については、城南地域における

都市基盤整備等に要する費用に充てていくものとする。 

(3) 城南地域に係る法人市（町）民税については、「市町村の合併の特例等に

関する法律」第１６条第１項の規定に基づき、合併の年度及びその後５年

度は不均一課税（現行の税率を採用）とし、その後は熊本市の税率（制限

税率）とする。 

(4) 個人市（町）民税については、熊本市の例に統一する。 

ただし、電算システム統合までの間、必要な経過措置を設ける。 

(5) 固定資産の概要については、次のとおりとする。 

   ア 固定資産税については、熊本市の例に統一する。 

ただし、電算システム統合までの間、必要な経過措置を設ける。また、

合併時に城南町工場等設置奨励条例に基づき指定を受けている企業等に



対する課税免除については現行のとおりとする。 

 イ 固定資産の評価方法については、平成２４年度（または平成２７年度）

の評価替え時に熊本市の例に統一する。 

(6) 入湯税については、熊本市の例に統一する。 

 

 

１０ 一般職の職員の身分の取扱い 

 合併時に在職する城南町の一般職の職員は、市町村の合併の特例等に関する

法律第１２条により、すべて新市の職員として引き継ぐ。 

 職員関係の制度については、熊本市の例に統一する。 

 職員の職位、給与等の処遇については、公正に取扱うものとし、人事管理、

給与の適正化の観点から調整し、合併時に統一を図る。 

 

 

１１ 合併市町村基本計画 

 合併市町村基本計画については、「熊本市・城南町新市基本計画」に定める

とおりとする。 

 

 

１２ 一部事務組合等の取扱い 

宇城広域連合における城南町域にかかる事務の取扱いについては、合併の日

から平成２６年３月３１日までの間、熊本市として加入する。 

    その間、処理する事務は、「ふるさと市町村圏計画に関すること」「消防に

関すること」「し尿処理に関すること」「ごみ処理に関すること」「火葬場に関

すること」とする。 

 

 

１３ 使用料・手数料の取扱い 

 住民の一体性の確保や負担の公平の観点により、両市町で同一または同種の

使用料・手数料については、原則として熊本市の例に統一する。 

 ただし、両市町のこれまでの経緯、実績等を配慮し、新市に移行後も当分の

間現行のとおりとするなど経過措置を設けるものとする。 

 

 

１４ 公共的団体等の取扱い 

 新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの自主性を尊重するととも



に、これまでの経緯、実情等を配慮しながら公共的団体等の統合に努める。 

 

 

１５ 補助金・交付金等の取扱い 

 両市町で同一または同種の補助金等については、原則として熊本市の例に統

一する。 

 ただし、城南町独自の補助金等は、これまでの経緯、実績等を配慮し調整す

るものとする。 

 

 

１６ 総務関係事業の取扱い 

(1) 次の事業については、熊本市の例に統一する。 

  ア 非常備消防（消防団） 

  イ 消防補助金等 

 ウ 防災無線 

(2) 事務組織及び機構については、合併時に熊本市の機構に統一し、組織の

再編、見直しを行う。 

    城南町については、区域を所管する総合支所を設置し、住民サービスの

低下をきたすことがないよう適切な措置を講ずる。 

(3)  消防団運営交付金については、熊本市の例に統一する。 

ただし、婦人防火クラブに対する助成は、５年間現行のとおり継続する。 

(4) 消防水利施設については、城南町が現在策定中の「消防水利施設整備計

画」を踏まえ、新市が引き継ぐ。 

(5) 城南町域にかかる常備消防に関する事務については、合併の日から平成

２６年３月３１日までの間、宇城広域連合に加入する。 

宇城広域連合脱退後、熊本市域と同等の消防体制の整備を行う。 

(6) 城南町の投票区の区割りについては、当分の間現状のとおりとし、その

後の取扱いについては、新市において見直しを検討するものとする。 

(7)  入札事務（工事関係）については、５年間は現行制度を継続する。 

ただし、指名参加願い及び資格審査（工事関係）については、熊本市の

例に統一する。 

 

 

１７ 企画財政関係事業の取扱い 

(1) 次の事業については、熊本市の例に統一する。 

  ア 所得税及び住民税の申告・相談 



  イ 広報紙の製作・発行 

(2) 慣行の取扱いのうち、市章、市の木・花・鳥・歌、都市宣言は、熊本市

の例に統一する。名誉町民は、名誉市民として引き続き顕彰していく。 

(3) 税の納期及び納付書発送については、熊本市の例に統一する。 

ただし、電算システム統合までの間、必要な経過措置を設ける。 

(4) コンビニエンスストアでの市税収納については、新市の事業として継続

する。 

(5)  軽自動車（原動機付自転車・小型特殊自動車）に係る標識交付及び廃車

については、熊本市の例に統一する。 

ただし、電算システム統合までの間、必要な経過措置を設ける。 

なお、城南町において交付済みの標識は、合併後も有効なものとし、熊

本市の標識への交換は無料とする。 

 

 

１８ 市民生活関係事業の取扱い 

(1)  次の事業については、熊本市の例に統一する。 

  ア 地域公民館（社会教育施設）への補助金 

  イ 自主文化事業 

  ウ 防犯灯設置補助金 

(2) 次の事業等については、５年間現行のとおり継続し、その後熊本市の例

に統一する。 

  ア 交通指導員の報酬 

 イ 社会教育関係団体（フレンドシップクラブ）への補助金 

(3) 町名・字名の取扱いのうち、熊本市の区域内の町名は現行のとおりとし、

城南町の区域内の町名は「下益城郡城南町」を「熊本市城南町」に置き換

え、現行の大字名から「大字」の文字を削除する。 

(4) 交通安全協会については、５年間は現行の活動費を維持するため助成を

行う。その後は、熊本市の例に統一する。 

  (5) 交通傷害保険については、熊本市の事業終了に伴い廃止する。 

 (6) 社会教育関係団体（地域婦人会連絡協議会）への補助金については、５

年間現行のとおり継続し、その後の取扱いについては、関係団体で協議調

整を行うものとする。 

 (7)  地域コミュニティセンター運営・建設事業については、新市の事業とし

て継続する。 
     (8)  自衛隊父兄会補助金については、５年間現行のとおり継続し、その後の

取扱いについては、関係団体で協議調整を行うものとする。 



(9) 行政広報施設補助金については、城南町が町内自治会制度に移行するま

では現行のとおり継続し、その後熊本市の例に統一する。 

ただし、マイク施設補助は、新市において協議・検討する。 

 (10) 防犯協会については、熊本市の例に統一する。 

    ただし、防犯パトロール隊活動支援事業については、合併特例区の事業

として継続する。 

(11) 行政区・区長組織等（行政連絡員制度）については、城南町の合併特例

区設置期間の年度内を限度として現行を維持するものとし、その後熊本市

の例に統一する。 

 (12) 勤務時間外の対応については、熊本市の例に統一する。 

    ただし、勤務時間外の戸籍届けについては、当分の間、城南総合支所（仮

称）でも受付を行う。 

 

 

１９ 健康福祉関係事業の取扱い 

(1) 次の事業については、５年間現行のとおり継続し、その後の取扱いにつ

いては新市において協議・検討する。 

 ア 骨粗しょう・前立腺がん・腹部超音波検診 

  イ 老人クラブ補助金 

(2) 国保料（税）率については、合併年度の次年度から５年間の負担調整期

間を設け、段階的に熊本市の水準に近づけることとする。 

   賦課徴収方式については、合併年度の次年度から熊本市の例に統一する。 

(3) 介護保険料については、第４期介護保険事業計画（平成２１年度～２３

年度）期間中は、それぞれの第４期の保険料額とし、第５期介護保険事業

計画（平成２４年度～２６年度）から熊本市の例に統一する。 

(4) 地域包括支援センターについては、第５期介護保険事業計画（平成２４

年度～２６年度）までは現行のとおり継続し、その後熊本市の例に統一す

る。 

(5) 熊本市優待証については、新市の事業として継続し、利用方法について

は、今後関係機関と協議・調整を行う。 

(6) 戦没者追悼式については、熊本市の例に統一する。 

ただし、城南町遺族会補助金については、５年間現行のとおり継続する。

また、戦没者慰霊祭については、合併特例区の事業として継続する。 

(7) 身体障がい者自立支援事業については、熊本市の例に統一する。 

ただし、障がい者福祉協議会運営費補助金については、５年間現行のと

おり継続する。 



(8) 地域生活支援事業については、熊本市の例に統一する。 

ただし、移動支援事業における放課後預り利用時の送迎については、当

分の間現行のとおり継続する。 

(9)  高齢者福祉券交付事業については、５年間現行のとおり継続する。 

(10) 簡易水道組織・補助金は、合併までに県の認可を受けている組合につい

ては、公営水道が普及するまでの間補助対象とする。 

 

 

２０ 子ども未来関係事業の取扱い 

(1)  次の事業等については、熊本市の例に統一する。 

  ア 歯科保健推進事業（フッ素塗布等） 

   イ ひとり親家庭等医療費助成事業 

   ウ 保育所特別保育事業（延長保育事業等） 

   エ 社会教育関係団体（子ども会育成者連合会）への補助金 

   オ 青少年育成会議 

   カ 青少年健全育成事業 

(2)  次の事業等については、５年間現行のとおり継続し、その後熊本市の例

に統一する。 

  ア 保育所特別保育事業（一時保育事業等） 

   イ 公立幼稚園保育料等 

   ウ 保育料 

(3)  次の事業については、当分の間現行のとおり継続する。 

ア 延長保育（幼稚園での預かり保育） 

イ 幼稚園給食 

(4)  乳幼児健診については、５年間現行のとおり継続する。その間、新市に

おいて５歳児健診の実施を含め、対象者及び健診内容の検討を行い、健診

制度の再編を図ったうえで統一する。 

(5)  組織育成（母子保健）については、熊本市の例に統一する。 

ただし、城南町の母子保健推進員に対する報酬については、３年間現行

のとおり継続する。 

(6)  地域子育て支援センター事業については、５年間現行のとおり継続し、

委託料等については今後検討する。 

(7)  母親クラブ補助金については、熊本市の例に統一し、現在、城南町で補

助金を交付している２団体については、引続き補助対象団体とする。 

(8)  乳幼児医療費助成については、自己負担に関する制度（自己負担なし） は、   

５年間現行のとおり継続し、その後熊本市の例に統一する。 



ただし、支給方法は、合併時に熊本市の例（現物給付と償還払いの併用）

に統一する。 

(9)  児童育成クラブ管理運営事業のうち、事業内容は現行のとおり継続し、

運営費補助は、熊本市の例（児童育成クラブ運営費補助）に統一する。 

   

  

２１ 環境保全関係事業の取扱い 

(1) 次の事業については、熊本市の例に統一する。 

 ア 合併処理浄化槽整備事業 

 イ 水質監視事業 

(2) 次の事業については、新市の事業として継続する。 

 ア 水資源有効活用促進事業 

 イ 新世紀漱石の森づくり事業 

(3) 次の事業については、熊本市として宇城広域連合に加入している間は現

行のとおりとし、その後は熊本市の例に統一する。 

   ただし、城南地域の分別ごみ収集については、コンテナ収集の方法を存

続する。 

   ア 廃棄物の処理及び清掃 

   イ ごみ収集事業 

 

 

２２ 経済振興関係事業の取扱い 

(1) 農業振興地域整備計画変更については、両市町の計画を引き継ぎ、熊本

市の見直し時期に合わせ、新市において調査・統合を行う。 

(2) 農区長制度については、新市の事業として継続する。 

(3) 水田農業推進協議会負担金については、現行のとおり継続しながら、関

係機関と協議・調整を行うものとする。 

(4) 認定農業者協議会負担金については、５年間現行のとおり継続し、その

間、関係機関と調整を図り、熊本市へ統合する。 

(5) 農地・水・環境保全向上対策事業については、現事業期間中（平成２３

年度まで）は、現行のとおり継続する。 

(6) 土地改良区運営費補助金については、５年間は現行の制度を維持し、そ

の後の取扱いについては、土地改良区と協議のうえ調整を行うものとする。 

(7) 農業集落排水使用料については、合併時に熊本市の公共下水道の使用料

金に統一する。 

(8) 農業集落排水受益者分担金については、熊本市の公共下水道受益者負担



金制度と同一の制度とする。 

(9) 工業活性化支援事業については、熊本市の例に統一する。城南町工業振

興連絡協議会助成は、５年間現行のとおり継続し、その後の取扱いについ

ては、関係機関と協議・調整を行うものとする。 

(10) 企業立地促進事業については、熊本市の例に統一する。 

ただし、合併時に城南町の条例に基づき指定を受けている企業等につい

ては、現行のとおりとする。 

(11) 中心市街地活性化事業に係る商工振興活性化補助金については、当分の

間現行のとおり継続する。 

(12) 商工会補助金については、５年間は現行の制度を維持し、その後の取扱

いについては、商工会と協議のうえ調整を行うものとする。 

 

  

２３ 都市建設関係事業の取扱い 

(1) 次の事業については、熊本市の例に統一する。 

   ア 地方バス（補助金等） 

   イ 里道の整備 

   ウ 道路後退による後退部分の取扱い 

   エ 下水道使用料 

   オ 公共下水道受益者負担金 

(2) 市道の整備（幹線及び集落間道路）については、熊本市の例に統一する。

城南町で整備中の路線は、幹線道路整備プログラムに取り入れる。 
(3)  市道の整備（集落内道路の新設・改良）については、５年間の経過措置

を設定する。その後、熊本市の例に統一する。 

(4) 都市計画区域及び区域区分のうち、都市計画区域については、現行のま

ま引き継ぐ。 
区域区分（線引き）については、合併後に政令指定都市となる場合に行

い、同時に集落内開発制度の適用を行う。 

(5)  城南町中央土地区画整理事業に対する補助金に関しては平成２３年度ま

で、事業資金貸付に関しては平成２４年度まで制度（要綱）を運用する経

過措置を設定する。その後の取扱いについては、事業の早期完了と組合の

早期解散を目指し、必要な支援について組合と協議する。 

(6) 下水道事業については、平成２１年度に城南町で策定する汚水計画に基

づき、合併後１０年程度の完了予定で整備を進める。 
 
 



２４ 教育関係事業の取扱い 

(1) 次の事業については、熊本市の例に統一する。 

  ア 通学区域（高等学校） 

  イ 各種大会（出場）補助金 

  ウ 人権教育（子どもフォーラムを含む） 

(2)  就学支援のうち、特別支援教育支援員配置については、５年間現行のと

おり継続し、その後、熊本市の例に統一する。修学旅行特別支援について

は、熊本市の例に統一する。  

(3) 育英奨学金（育英事業）については、熊本市の例に統一する。 

ただし、経過措置として合併時において城南町で受給している場合につ

いては、高校卒業まで交付金制度を継続する。 

(4) 社会教育関係団体（ＰＴＡ連絡協議会）については、５年間の経過措置

を設け、その間関係団体と協議・調整を図る。 

なお、補助金については、５年を限度とし、組織の統一までは現行のと

おりとする。 

(5) 施設整備計画及び管理運営方法（小中学校等）については、熊本市の例

に統一する。 

  なお、城南町の施設整備計画については、新市の事業として継続する。 

(6) 城南町指定文化財については、市指定文化財として引き継ぐ方向で、熊

本市文化財保護委員会に諮問する。管理方法については、経過措置を設定

し、新市において検討する。 

(7) 学校給食調理場については、現行（自校方式）のまま引き継ぐ。 

なお、給食費、物資購入及び献立作成については、５年間の経過措置を

設け、その後熊本市の例に統一する。 

(8) 中学校校名については、関係機関の意向を踏まえ、協議・調整のうえ決

定する。 

(9)  通学区域（小・中学校）については、校区は現状のまま存続し、指定校

変更、区域外就学の基準は、熊本市の例に統一する。 

(10) 少人数学級については、新市の事業として継続する。 

(11) 体育指導委員の定数及び報酬については、５年間現行のとおり継続し、

費用弁償は廃止する。 

(12) 各種体育施設の管理方法は、熊本市の例に統一する。料金（町外料金は

廃止）は現行のとおり継続する。 

(13) 運動施設予約・案内システムについては、熊本市の例に統一する。 

ただし、５年間は城南地域内の運動施設（学校体育施設を含む）につい

て、旧城南町住民の先行予約を認める。 



(14) 図書館行事のうち、ブックスタート事業については、５年間現行のとお

り継続する。また、童話発表会は、熊本市立図書館行事に統合し、その他

の行事は継続する。 

 

 

２５ 水道関係事業の取扱い 

(1) 城南町の地区営水道（簡易水道）については、町営化を目指し平成２２

年３月までに認可が取得できるよう努める。その事業は新市が引き継ぎ継

続して取り組む。 

(2)  城南町中央地区簡易水道事業（町営簡易水道事業）については、平成

２５年度を完了予定とし、熊本市に引き継ぐ。 

水道料金及び加入金は、熊本市の料金体系に統一する。 

(3) 未普及地域を含む上水道事業は、城南町で平成２１年度に１５年程度で

の整備完了を目指した計画の策定と国庫補助が得られるように努める。 

この水道計画に基づき、住民の意向を踏まえながら新市が整備を行う。 

    なお、水質悪化地域の整備については、合併後早急に取組むものとする。 

 

 

２６ 電算関係事業の取扱い 

電算関係事業の基幹系システム、情報ネットワ－クシステムについては、

熊本市のシステムに統合する。 

 

 




